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森林バイオマス活用

排出削減・吸収活動
プロジェクト実施事業者

＜排出削減・吸収活動プロジェクトの例＞

オフセット・クレジット
（Ｊ-ＶＥＲ）認証運営委員会

（事務局：気候変動対策認証センター）

①ポジティブリスト(※)
森林バイオマス活用

③受理、審査、登録
プロジェクト計画

( )
・方法論等の設計・公表②方法論等に沿って、

申請書を作成、申請

森林管理（検討中）

プロジェクト実施

④モニタリングを実施

モニタリング報告書を提出

再生可能エネルギー活用（検討中）

グ 証書含む

検証機関
⑤検証を実施

モニタリング報告書を提出

⑥認証

（グリーン電力証書含む） 検証報告書を提出

J-VERを登録簿の口座内に保有 J-ＶＥＲ
登録簿
J-ＶＥＲ
登録簿

口座 J‐VER

座

⑦クレジット発行

温室効果ガス排出企業等
Ｊ-VERをカーボン・オフセット等に利用（利用したＪ-ＶＥＲは登録簿上で無効化を行う）

資金
口座 J‐VER

J-VERを登録簿の口座内に取得

※ポジティブリスト
申請されたプロジェクトが登録されるかどうかは、「追加性」（その制度があって初めて実現すること）の有無で判断する。本制度では、オフセット・クレ

ジット（Ｊ-ＶＥＲ）認証運営委員会が対象プロジェクト種類を特定した「ポジティブリスト」を作成し、プロジェクト種類ごとに追加性立証のための「適格性基
準」を明示。プロジェクトを実施者は、これら所定の条件を満たすプロジェクトであることを証明することにより、追加性を立証したとみなされる。


